
平成23 年分の申告書の提出及び納税の期限

〇 国税庁ホームページでは、確定申告書のほかにも税
務に関する主な行政手続についての申請・届出書様式
を提供していますので、是非ご利用ください。

所得税・住民税の申告期間は、2/16（木）～ 3/15（木）です！
問合先：大月税務署　☎（22）3151

税務課　　　　 　      　　  

　
申
告
が
必
要
な
方

　
平
成
24
年
1
月
1
日
現
在
市
内
に
住
所

の
あ
る
方
で
、
平
成
23
年
中
の
所
得
に
つ

い
て
、
次
に
該
当
す
る
方
は
申
告
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

■
事
業
所
得（
営
業
・
農
業
・
そ
の
他
の
事

業
）、
配
当
所
得
、
不
動
産
所
得
、
利
子
所

得
及
び
雑
所
得
の
あ
る
方

■
給
与
所
得（
ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー
ト
、
専
従

者
給
与
も
含
み
ま
す
。）で
次
に
該
当
す
る
方

ア　

勤
務
先
か
ら
市
に
給
与
支
払
報
告
書

　
　

が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方

イ　

平
成
23
年
中
に
退
職
し
、
再
就
職
し

　
　

て
い
な
い
方

ウ　

給
与
所
得
以
外
に
他
の
所
得
の
あ
る

　
　

方（
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円

　
　

以
下
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る

　
　

必
要
の
な
い
方
も
住
民
税
の
申
告
は

　
　

必
要
に
な
り
ま
す
。）

エ　

給
与
の
支
払
い
を
2
ヵ
所
以
上
か
ら

　
　

受
け
て
い
る
方

■
配
当
所
得
が
あ
る
方
で
次
に
該
当
す
る
方

ア　

非
上
場
株
式
の
配
当
所
得
の
あ
る
方

イ　

上
場
株
式
の
配
当
所
得
の
う
ち
、
発

　
　

行
済
株
式
総
数
の
５
％
以
上
を
所
有

　
　

す
る
方

■
市
外
在
住
者
の
税
法
上
の
被
扶
養
者
に

な
っ
て
い
る
方

■
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方（
年
間

10
万
円
以
上
あ
る
い
は
所
得
金
額
の
5
％

以
上
の
医
療
費
の
支
払
い
が
あ
る
方
）

■
寄
附
金
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方

■
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方（
給

与
所
得
者
は
２
年
目
以
降
、
年
末
調
整
で
控

除
の
適
用
が
受
け
ら
れ
ま
す
。）

　
申
告
が
必
要
な
い
方

■
給
与
所
得
の
み
で
年
末
調
整
が
適
正
に
行

わ
れ
、
勤
務
先
か
ら
市
に
給
与
支
払
報
告
書

が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

■
公
的
年
金
等
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以

下
で
、
年
金
支
払
者
か
ら
市
に
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
て
、
他
に
収

入
が
な
い
方

※
た
だ
し
、
申
告
す
る
こ
と
に
よ
り
各
種
控

除
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
住
民
税
額
は
、
控
除
適
用
後
の
額
で

計
算
さ
れ
ま
す
。

■
市
内
在
住
者
の
税
法
上
の
被
扶
養
者
に

な
っ
て
い
る
方

※
年
金
・
福
祉
・
公
営
住
宅
・
教
育
な
ど
の

申
請
の
た
め
、
所
得
に
関
す
る
証
明
が
必
要

な
方
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

　
申
告
に
必
要
な
も
の

■
印
鑑

■
平
成
23
年
中
の
所
得
の
わ
か
る
も
の

・
給
与
・
年
金
に
つ
い
て
は
源
泉
徴
収
票

・
事
業
所
得
・
不
動
産
所
得
な
ど
に
つ
い
て

は
、
収
支
内
訳
書
な
ど

■
国
民
年
金
保
険
料
・
生
命
保
険
料
・
個
人
年

金
保
険
料
・
地
震
保
険
料
な
ど
の
支
払
証
明
書

※
支
払
っ
た
国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、

日
本
年
金
機
構
が
発
行
す
る「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」を
添
付

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方
は
、
医

療
費
の
領
収
書
、
集
計
表
、
保
険
金
な
ど
で

補
て
ん
さ
れ
た
金
額
が
わ
か
る
も
の

■
障
害
者
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方
は
、
障

害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
又
は
証
明
書

■
勤
労
学
生
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方
は
、

学
生
証
又
は
在
学
証
明
書

■
寄
附
金
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方
は
、
寄

附
金
の
受
領
証
な
ど

■
所
得
税
還
付
申
告
を
受
け
る
方
は
、
ご
本

人
名
義
の
預
金
口
座
番
号
な
ど
の
控
え

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方

　
事
前
に
領
収
書
を
集
計
し
、
医
療
費
の
明

細
書
を
作
成
し
て
領
収
書
と
一
緒
に
お
持
ち

く
だ
さ
い（
下
記
参
照
）。

●
医
療
を
受
け
た
人
ご
と
、
医
療
機
関
ご
と

に
23
年
中
の
領
収
書
を
ま
と
め
、
合
計
額
を

計
算
し
、
明
細
書
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
交
通
費
は
、
バ
ス
・
電
車
な
ど
の
公
共
交

通
機
関
の
み
対
象
と
な
り
、
タ
ク
シ
ー
や
自

家
用
車（
ガ
ソ
リ
ン
代
、
高
速
料
金
な
ど
）は

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
カ
ゼ
薬
な
ど
の
購
入
費
は
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
が
、
ビ
タ
ミ
ン
剤
な
ど
の
購

入
費
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
健
康
診
断
の
費
用
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

収
入
が
な
い
方
や
収
入
が
障
害
年
金

又
は
遺
族
年
金
の
み
の
方
も
申
告
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
お
電
話

で
の
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
所

得
の
状
況
に
よ
り
保
険
税（
料
）の
軽
減

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
申
告

を
さ
れ
て
い
な
い
と
、
こ
の
軽
減
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
介

護
保
険
に
つ
い
て
も
高
い
所
得
段
階
で

の
保
険
料
と
な
り
ま
す
。

医療を受けた方 続柄 病院・薬局の名称 医療費
左記のうち、
生命保険や社会保険で
補てんされる金額

都留　太郎 本人 ○○病院 26,350円
☆☆クリニック 65,500円 23,000円
△△薬局 52,600円
交通費
（420円×2（往復）×15日）

12,600円

都留　花子 妻 ○○病院 5,800円
△△薬局 13,400円

合　計 176,250円 23,000円

◆医療費控除の領収書の集計方法と明細書の作成例住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

　
必
要
書
類
を
添
付
し
て
所
得
税
の
確
定

申
告
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
給

与
所
得
者
は
2
年
目
以
降
、
年
末
調
整
で

控
除
を
適
用
で
き
ま
す
。）　
詳
細
に
つ
い

て
は
税
務
署
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で
に
入
居
し

た
方
、
ま
た
は
、
平
成
21
年
か
ら
平
成
25
年

ま
で
に
入
居
し
た
方
に
つ
い
て
所
得
税
か
ら

控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
控
除
額
を
翌
年
度
分

の
個
人
住
民
税
か
ら
控
除
し
ま
す
。

　
住
民
税
の
寄
附
金
控
除

　
国
や
地
方
公
共
団
体
、
特
定
公
益
増
進
法

人
な
ど
に
対
し
、「
特
定
寄
附
金
」を
支
出
し

た
場
合
に
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
行
う

こ
と
で
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

（
寄
附
し
た
団
体
が
発
行
す
る
寄
附
金
の
受

領
証
な
ど
の
添
付
が
必
要
で
す
。）

　
ま
た
、
以
下
の
寄
附
金
は
個
人
住
民
税

の
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。（
個

人
住
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
も
し
く

は
個
人
住
民
税
の
申
告
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。）

■
都
道
府
県
・
市
区
町
村
に
対
す
る
寄
附

金（
ふ
る
さ
と
寄
附
金
）

■
住
所
地
の
都
道
府
県
共
同
募
金
会
・
日

本
赤
十
字
社
支
部
に
対
す
る
寄
附
金

■
国
の
控
除
対
象
寄
附
金
の
う
ち
、
都
道
府

県
・
市
区
町
村
が
条
例
で
指
定
す
る
寄
附
金

※「
国
に
対
す
る
寄
附
金
」及
び「
政
党
等
に
対

す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
金
」を
除
く

東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
地
方
公
共

団
体
へ
の
義
援
金
等
に
つ
い
て

　
被
災
し
た
地
方
公
共
団
体
へ
の
寄
附
金

及
び
義
援
金
、
日
本
赤
十
字
社
や
中
央
共

同
募
金
会
が
受
け
入
れ
る
義
援
金
、
政
府

が
受
け
付
け
る
義
援
金
は
、
所
得
税
・
個

人
住
民
税
と
も
に
寄
附
金
控
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

地区 対象地区・自治会 期日 申告会場及び受付時間

全地区 市内全域
（指定日に申告できない方）

２月16 日（木） 市役所税務課
（8時30分～ 17時15分）２月17 日（金）

盛里 盛里地区 ２月20 日（月） 盛里地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
（9 時30 分～ 16 時）

宝 金井 ･ 中津森 ･ 厚原 ･ 平栗 ･ 加畑・サンタウン平栗 ２月21 日（火） 宝地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
（9 時30 分～ 16 時）下大幡 ･ 上大幡 ･ 高畑・サンタウン宝 ２月22 日（水）

禾生
田野倉・大原・田野倉団地 ２月23 日（木） 禾生地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

（9 時30 分～ 16 時）四日市場 ･ 月見が丘・富士見台・井倉・九鬼団地・井倉団地・ｻﾝﾀｳﾝ井倉 ２月24 日（金）
古川渡 ･ 小形山・川茂 ２月27 日（月）

東桂
十日市場 ･ 蒼竜峡団地 ･ 上夏狩 ･ 下夏狩 ２月28 日（火）

東桂地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
（9 時30 分～ 16 時）桂町 ･ 境 ２月29 日（水）

鹿留（宮下 ･ 沖 ･ 古渡） ３月１日（木）

開地・川棚 開地地区・川棚・旭ヶ丘 ３月２日（金） 市役所税務課
（8時30分～ 17時15分）

下谷・三吉 下谷１～４丁目・下谷（羽根子を除く）・三吉地区 ３月５日（月）
いきいきプラザ都留

2 階機能訓練室
（9 時30 分～ 16 時）

田原・上谷 田原１～４丁目・上谷 ３月６日（火）

市役所税務課
（8 時30 分～ 19 時）

上谷 上谷１～６丁目 ３月７日（水）
中央 ･ つる 中央１～４丁目 ･ つる１～２丁目 ３月８日（木）

つる・羽根子 つる３～５丁目・羽根子 ３月９日（金）

全地区 市内全域（指定日に申告をしていない方）

３月12 日（月）
３月13 日（火）
３月14 日（水）

３月15 日（木） 市役所税務課
（8時30分～ 17時15分）

※上記期間中は土曜日日曜日を除き、午前8 時30 分から午後5 時15 分まで（ 3/6 ～ 3/14 は 19 時まで）市役所税務課
でも相談を受け付けています。地区指定日にご都合の悪い方はご利用ください。

■申告相談日程表

納税には、口座振替をご利用ください。
○ 口座振替のご利用を希望される場合は、「口座振替依頼書」
を、「申告書の提出及び納税の期限」までに税務署に提出（郵送）
してください。
○「口座振替依頼書」は、税務署及び金融機関に用意してあり
ます。また、「確定申告書の手引き」にも様式が掲載されてい
ますので、切り離してご利用ください。なお、国税庁ホーム
ページからもダウンロードすることができます。
振替日：所得税　4 月20 日（金）
　　　　個人事業者の消費税及び地方消費税
　　　　4 月25 日（水）

所得税 ３月15 日（木）贈与税
個人事業者の消費税
及び地方消費税 ４月２日（月）

申告は、期限までに
お願いします！

Ｈ 2 4 . 2 . 1 8Ｈ 2 4 . 2 . 19


